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平成３１年４月２７日から５月６日までの１０連休における臨時営業の取扱等について（通知）

天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律（平成３０年法律第９９号）

により、平成３１年４月２７日から５月６日までの間については、１０日間連続の休日（以下「１

０連休」という。）となることが決定しています。その際、介護サービス事業者において、利用者

への継続的なサービス提供の観点等から、運営規程に定められた営業日以外にサービス提供を行う

意向・要望があることも想定されますが、本件に関する県の取扱方針は次のとおりですので適切な

取扱についてご留意願います。

本通知は、法人に対し１部のみ送付しておりますので、傘下の対象となるサービス事業所には貴

職から通知し、周知徹底願います。

【留意事項】

市町村が所管する居宅介護支援事業所、地域密着型サービス及び介護予防・日常生活支援

総合事業については、事業所所在地の各市町村介護保険担当課へお問い合わせください。

和歌山市内に所在する事業所、施設につきましては、和歌山市役所指導監査課へお問い合

わせ頂きますようお願いします。

記

１ 対象サービス

訪問介護、（介護予防）訪問入浴介護、（介護予防）訪問看護、（介護予防）訪問リハビリ

テーション、（介護予防）居宅療養管理指導、通所介護、（介護予防）通所リハビリテーシ

ョン、（介護予防）福祉用具貸与、特定（介護予防）福祉用具販売

２ 県の取扱方針

（１）上記１のサービス事業所において、１０連休中に介護サービスを提供する場合、当該事業所

の運営規程に定められた営業日以外のサービス提供であっても運営規程の変更は必要としない。

（２）１０連休中に介護サービスを提供する場合は、当該事業所の利用者及び利用者家族等に対し

て、事前に文書により通知することにより、利用者等との間にトラブルがないよう配慮する。

（※従来より土・日・祝日について通常の営業日として運営規程等に明記している事業所は除く。）

（３）上記の通知文には、１０連休中に実施する具体的なサービス提供日、サービス提供時間、サ

ービス提供中の緊急連絡先等を記載することとする。

（４）今回の取扱方針は、平成３１年の１０連休についてのみ適用する方針であるため、平成31年

の１０連休以外の連休等について、サービス提供日の取扱を恒久的に変更する場合は運営規程

の変更を行うこととする。



３ サービス提供を実施する場合の留意事項

（１）１０連休中に介護サービスを提供する場合、当該事業所の利用者を担当する指定居宅介護支

援事業所と事前に十分な連携を取るよう留意すること。

（２）１０連休中にサービス提供を受ける利用者について、当該事業所の利用者を担当する指定居

宅介護支援事業者が、居宅サービス計画書（第６表「サービス利用票」）に、１０連休中に提

供するサービス提供内容等をあらかじめ記載する必要がある点について留意すること。

４ サービス提供を実施しない場合の留意事項

（１）１０連休中に介護サービスを提供しない場合、当該事業所の利用者を担当する指定居宅介護

支援事業所と事前に十分な連携を取るよう留意すること。

（２）１０連休中にサービス提供を受けることができない利用者について、当該事業所の利用者を

担当する指定居宅介護支援事業者と連携の上、他の居宅サービス等事業所への振替等の必要な

対応を実施するよう留意すること。

５ その他留意事項

（１）医療機関等との連携

１０連休中の医療機関等との連携について、医療機関等との連携が必要なサービス事業所に

ついては、関係する医療機関等と事前に緊急時の対応等について検討するようお願いします。

（２）従業者等の労務管理等

祝日・休日である１０連休中にサービス提供を行う場合は、従業者等の適切な労務管理等へ

の配慮も必要となるため、労働基準法等関係法令を遵守のうえ、各事業所において適切な対応

をお願いします。

（３）厚生労働省通知関係

「本年４月２７日から５月６日までの１０連休における介護保険サービス等提供体制に関する

対応について（平成３１年３月２０日 老発０３２０第８号）」の内容についてご留意願いま

す。＜※きのくに介護deネットに掲載しています。＞
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